
・本人や家族から
・学校の先生から

以下のような何らかの課題、つまづきの発見

相談に繋がる

特別支援教育コーディネーター(先生)

教育センター 教育相談

保育園・こども園
・幼稚園等

児童発達支援センター

放課後等デイサービス

障害児相談支援事業所

保育所等訪問支援

障害者基幹相談支援センター

・・・利用に通所受給者証が必要。 ・・・受給者証なしで利用可。

未就学期 ～ 就学

学齢期を中心とした支援体制イメージ図案
※主に知的障害・発達障害支援体制の内容です。
また、すべての児童がこれに当てはまるわけではありませんので、
支援の目安としてご参考にご確認ください。

支援学校(小学部)

地域の小学校

発達障害者支援センター

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

ユースサポートセンター

通常の学級

支援学級

支援学校(小学部)

地域の学校

通常の学級

支援学級

通級指導教室

小学校（小学部） １～６年生

学

校

の

先

生

と

保

護

者

間

の

相

談

に

よ

る

変

更

学

校

へ

の

情

報

提

供

就
学
相
談

就
学
前
健
診

中学校（中学部） 1~3年生

支援学校（幼稚部）

児童発達支援

学

校

間

の

情

報

提

供

高等学校（高等部）進学・就労等

放課後児童対策事業
（のびのびルーム・さかいっこクラブ・

放課後ルーム等）

子ども相談所

あい・すてーしょん

授業について
いけない

不安・うつ症状

集団生活が
苦手

人間関係 問題行動

支援学校(中学部)

地域の学校

通常の学級

支援学級

通級指導教室

高等学校

全日制

通信制

定時制

支援学校(高等部)

専修学校

就労

ひきこもり

不登校

いじめ

愛着形成

放課後等デイサービス

医療機関

学校の先生（担任等）

虐待

その他課題や年齢に
応じたさまざまな支援機関

義

務

教

育

の

終

了

進

路

先

が

多

岐

に

な

る

【本人をとりまく機関においてネットワークを構築する必要がある】
学校生活への適応を目指すため

つまづきの解決や日常生活での適応のため
本人、保護者の居場所づくり、思いへの共感

幼少期からの情報を引き継げるツールを見直し・周知

所属なし
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